
• 各圏域の事業等は、関係市町の主体性を尊重し、
市町と県が協働で実施することを基本とします。

• 相互に連携を図り、取り組みを進めています。
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圏域協議会の全体計画
１．水害・土砂に強い地域づくりの目標設定
２．河川・流域の特性

地先の安全度評価、災害履歴、
土砂リスク整理など

３．現状・課題を整理
４．「ながす」、「ためる」、「とどめる」、
「そなえる」の４つの対策

担当者会議・防災情報ＷＧ
１．「そなえる」対策
（市町の地域防災計画等、対象地域全般）
ＨM作成、避難勧告基準設定、地区別
避難判断水位設定、避難計画検討など
の支援

住民ＷＧ
１．「そなえる」対策（地区避難計画）

自治会が作る具体的な避難計画を記載
「とどめる」対策（地区住まい方のルール）
はん濫が生じた場合でも命を守る対策

圏域名 設置年月 関係市町

琵琶湖湖南 平成16年08月～ 大津市・草津市・守山市
・栗東市・野洲市

湖北圏域 平成19年06月～ 長浜市・米原市

東近江圏域 平成20年11月～ 近江八幡市・東近江市
・日野町・竜王町

甲賀圏域 平成23年3月～ 甲賀市・湖南市

高島地域 平成25年8月～ 高島市

湖東圏域 平成27年2月～ 彦根市・愛荘町・豊郷町
・甲良町・多賀町

事務局
市町（会長）、 国（河川事務所）
県（土木事務所、流域治水政策室）

水害に強い地域づくりについて資料⑤



水害協
圏域

市町 地区
概数

H26 H27
(累計)

H28以降

琵琶湖湖南 大津市 6 2 水害協にて取組調整中

甲賀 甲賀市 8 1（モデル）
黄瀬

3 水害協にて取組調整中
・三本柳地区にて取組

東近江 近江八幡市 2 水害協にて取組調整中

東近江市 2 1 〃

竜王町 2 〃

湖北 米原市 2 1（モデル）
村居田

2 水害協にて取組調整中

長浜市 25 2 水害協にて取組調整中

高島 高島市 3 1 ・朽木野尻地区にて取組

50 2 11 10地区/年(累計) 着手

50地区（重点地区）の取り組み計画
「どのような洪水にあっても命を守る」ことを最優先に考え、当面、平屋では洪水時に逃げ場
所が確保できないような浸水リスクが特に高い地区で優先的に「水害に強い地域づくり」を進
めて行くこととし、毎年度、10地区で取り組みを開始していくことを目標としました。
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「水害に強い地域づくり計画」作成、「浸水警戒区域」指定の流れ

安全な住まい方のルール検討、浸水警戒区域の検討
現地調査（適格審査等）、測量（施設、住宅の地盤高、床面高）、敲案にて現地確認

より実践的な避難訓練の実施

水害に強い地域づくり計画(案)の作成
避難計画・住まい方のルールをもとに計画を作成

区域指定（案）の縦覧、関係者からの意見聴取
公告・縦覧し、関係住民・利害関係者

浸水警戒区域の指定
知事が「浸水警戒区域」を告示

浸水警戒区域における支援制度の適用

継続的な訓練の実施と計画の見直しにより

水害に強い地域づくりの実現

地域の合意形成

圏域協議会
にて審議され
策定となる

県にて区域指定
（案）を作成

流域治水推進審議会への諮問
水害に強い地域づくり計画と
区域指定（案）の審議

避難計画（案）の作成
訓練の振り返り、過去の水害調査、危険個所確認、避難判断基準の設定、避難場所の検討

市町長へ意見聴取
関係者の意見を添えて照会

意見意見

3



とどめるそなえる

避難計画の検討
〇〇地区防災マップ、避難カード、避難場所、タイミング等

現地確認
水害・土砂災害リスクの見える化
危険個所確認・まるまち看板・簡易量水標他

避難訓練の実施
避難計画に基づいた実践

現状の住まい方の把握（H≧3m）
既存住宅の現地調査・評価

安全な住まい方ルールの検討
人命被害回避の具体策（建築耐水化、一時避難場所等）を検討

浸水警戒区域の検討

浸水警戒区域案の縦覧、関係者からの意見聴取
区域指定案の縦覧、関係住民、市町長、審議会からの意見聴取

浸水警戒区域の指定
知事が浸水警戒区域を指定

適宜、フィードバック

同
時
期
に
検
討
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図上訓練
ＤＩＧ・意見交換・課題共有

出前講座
現状の水害・土砂災害リスク把握・情報提供

浸水警戒区域（敲（案））の提示

合意
形成

水害・土砂災害に強い地域づくり計画策定の流れ

水害・土砂災害に強い地域づくり計画の策定

浸水警戒区域における
支援制度の適用

浸水警戒区域（素案）の作成



出前講座、図上訓練、水害経験の聞き取り
5そなえる対策



6
避難計画の検討

そなえる対策



看板デザインの投票

平成24年10月の避難訓練

設置された看板

まるごとまちごとハザードマップ
7そなえる対策



8避難カードの作成
そなえる対策



9防災マップの作成そなえる対策
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自警団によるパトロール CATVおよび携帯電話による自主避難の伝達

一時避難場所本部の設置 台風18号の状況報告

洪水避難訓練
10そなえる対策



とどめる対策

昭和34（1959年）伊勢湾台風
滋賀県近江八幡市水茎町

×平屋家屋は軒下まで水没
×逃げ遅れた場合、命にかかわる

○2階建て家屋は
避難空間を確保

安全な住まい方のルールの検討
必要に応じて現地調査、測量
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12住まい方のルールの検討
（現地測量調査 方法）

とどめる対策
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住まい方のルールの検討
（現地測量調査 結果）

14とどめる対策



安全にお住まいいただくために
～浸水警戒区域での建築規制～

新築
増改築

地盤面

想定水位

新築
増改築

①２階の床面または避難上
有効な屋上の高さが、想定
水位以上にある

新築
増改築

地盤面

想定水位

避難所

②平屋建てであっても、
付近に有効な避難場所
がある

15
安全住まい方のルールへの誘導

浸水警戒区域では、新築・増改築時に上記の内容を確認

とどめる対策



A川 B川

鉄道

2m-3m

2m未満

4m以上

想定浸水深3m以上の区域を踏まえて
「浸水警戒区域」を検討し、
地域の合意形成を図り、指定手続へ
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3m-4m

浸水警戒区域の検討

浸水警戒区域の設定イメージ

想定浸水深2m未満

想定浸水深2m-3m未満

想定浸水深3m以上

地先の安全度マップの浸水深さ
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